
私たちの日々の生活の基本である「食」。それは，健康で豊かな暮らしを
送るために欠かすことのできないものです。そして，京都の長い歴史の中で，
先人たちが生み出し大切に紡いできた食についての様々な知恵や食文化は，
京都の誇りであり，このまちの大きな魅力の一つにもなっています。

こうしたかけがえのない食文化の大前提である「食」の安全安心を守る
ため，京都市では平成２３年に「京都市食の安全安心推進計画」を策定し，
それ以降，様々な取組を推進してまいりました。

一方，この間にも，食品流通の広域化を背景として，広範囲で食中毒を引
き起こす事案が発生するなど，食の安全を脅かす事件は依然として起きて
おります。また，国際標準であるＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化さ
れるなど，食品衛生の分野は大きな転換期を迎えており，さらに，コロナ禍
において，社会の在り様から人々の日常までが大きく変化してきています。

このような食を取り巻く環境や社会情勢の変化を踏まえ，京都市では，
これまでの取組を継承しつつ，今後の５年間を見据えて「第３期京都市食
の安全安心推進計画」を策定しました。

今後とも，市民や事業者の皆様と力を合わせ，本計画に掲げる様々な取
組を着実に実施し，京の食の安全と安心を確保してまいります。引き続き，
皆様の力強い御支援をお願いいたします。

結びに，本計画の策定に多大の御尽力をいただきました京都市食の安全
安心推進審議会委員の皆様，貴重な御意見をお寄せいただきました市民の
皆様，全ての関係者の皆様に心から御礼申し上げます。

令和３年３月

京都市長

第３期京都市食の安全安心推進計画の
策定に当たって
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基本的な考え方
第1章

❶　計画策定の趣旨
本市では，市民及び観光旅行者等の健康を守るため，食品等事業者1や市民及び観光旅行者等の皆

様と協力し，食品等の安全性及び安心な食生活の確保に取り組むことを目指して，平成２２年４月
に「京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例2」（以下「食の安全安心条例」とい
います。）を施行しました。

また，食の安全安心条例に基づき，「京都市食の安全安心推進計画」（以下「推進計画」といいます。）
を策定し，食の安全安心施策を総合的かつ計画的に推進してきました。平成２３年３月には第１期
推進計画（平成２３年度～２７年度），平成２８年３月には第２期推進計画（平成２８年度～令和２
年度）を策定し，食品等事業者や市民及び観光旅行者等の皆様とともに，京都の食の安全安心を確保
するための取組を進めてきました。

第２期推進計画の策定後，食品流通の広域化等を背景とした広域散発食中毒事案，食品衛生法3の
改正，社会情勢の変化に伴う営業形態の多様化など，食を取り巻く環境は大きく変化しています。
食品等の安全性及び安心な食生活の確保を図るためには，食を取り巻く環境変化に対応するととも
に，これまでの取組による課題等を踏まえ，より効果的な食の安全安心施策を推進する必要があり
ます。 

このため，第２期推進計画を継承することを基本としつつ，食を取り巻く環境変化や課題等を踏
まえ「第３期京都市食の安全安心推進計画」（以下「第３期推進計画」といいます。）を策定します。

用語の解説
1　食品等事業者 ･･･ ２７ページ参照
2　京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例 ･･･ ２６ページ参照
3　食品衛生法 ･･･ ２７ページ参照

食
を
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く
環
境
変
化
や
課
題
等
に
対
応
し
、

よ
り
効
果
的
な
食
の
安
全
安
心
施
策
を
推
進

令和３年度～

平成２８年度～

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

【京都の特色】
京の食文化，大学のまち・学生のまち，
国際観光都市

第３期推進計画

第２期推進計画

○食中毒事案が大規模化，複雑化する傾向

○国際標準に沿った衛生管理の推進をは
じめとした食品衛生法の改正

○情報収集手段の多様化

○営業形態の多様化　　　等

食を取り巻く環境変化

○食中毒等による健康被害の未然防止

○事業者による自主衛生管理の更なる推進

○正しく適切な情報の発信と普及

○緊急事案への迅速な対応　　　　　　等

主
な
課
題
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❷　第３期推進計画の基本的事項
⑴　基本理念及び各主体の責務・役割

食の安全安心条例では，市民及び観光旅行者等の健康の保護を図ることを目的に，食
品等の安全性及び安心な食生活の確保に向け様々な施策を講じることとしています。

食の安全安心条例に掲げる３つの基本理念にのっとり，京都市，食品等事業者及び
市民等の皆様がそれぞれの責務と役割を担い，食の安全安心施策に取り組みます。

⑵　目指す姿
食の安全安心条例に掲げる基本理念や各主体の責務と役割を踏まえ，食の安全安心

に関する問題に対応するとともに，より効果的に食の安全安心施策を推進し，「食の
安全性が確保され，安心して食生活を営むことができる京のまち」を目指します。

食の安全安心条例に
掲げる３つの基本理念

❶　市民の健康の保護を最優先とした取組
❷　食品等の生産から販売に至る一連の行程における安全管理
❸　科学的知見に基づく健康被害の未然防止

食の安全性が確保され，

安心して食生活を営むことができる京のまち

各主体の責務・役割
市民 等

相互
協力

京都市 食品等事業者

●正しい知識を身につけ，適切に行動
●本市施策への意見表明及び協力

●食の安全安心施策を
総合的に策定・実施

●施策に市民等の意見
を反映

●自主的な衛生管理の実施
●安全性に関する知識の習得
●正確かつ適切な情報提供
●本市施策に協力

目
指
す
姿

食の「安全」と「安心」の考え方について

食品の「安全」が確保されていたとしても，必ずしも消費者の「安心」に
つながるものではありません。
「安全」とは，客観的なものであり，食品は危害を及ぼす可能性（リスク）

があることを前提に，最新の科学的な根拠に基づいて，健康への影響が及
ばない範囲まで予防，抑制されている状態をいいます。
「安心」とは，個人の主観的なものであり，食品の安全性の確保に向けた

行政や食品等事業者の様々な取組について，消費者が正しく適切な情報
を十分に得て理解するとともに，多くの消費者の納得が得られ，信頼が構
築されている状態をいいます。

正しく
適切な情報

安 全

信頼
主観的

客観的

安 心
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都市理念
（都市の理想像）

世界文化自由都市宣言
＜昭和５３（１９７８）年１０月１５日＞

市政の基本方針
京都市基本構想（グランドビジョン）
２１世紀の京都のまちづくりの方針を理念的に示す長期構想
＜平成１３（２００１）～令和７年（２０２５）年＞

基本構想の具体化のために全市的観点
から取り組む主要な政策を示す計画
＜令和3(2021) ～令和7(2025)年＞

はばたけ未来へ！ 京プラン2025
京都市基本計画（第３期）

食の安全安心施策を総合的かつ計画的
に推進するための目標や取組などを定
めた計画

第３期
京都市食の安全安心推進計画 健康長寿のまち・

京都食育推進プラン
京都市消費生活基本計画

基本構想に基づく各区の個性を生かした
魅力ある地域づくりの指針となる計画
＜令和3(2021) ～令和7(2025)年＞

各区基本計画（第３期）
みやこ

部門別計画

分野別計画

地域別計画

連携

用語の解説
4　京都市食の安全安心推進審議会 ･･･ ２６ページ参照
5　食育基本法 ･･･ ２７ページ参照
6　京都市消費生活条例 ･･･ ２６ページ参照

⑶　推進計画の位置付け
推進計画は，食の安全安心条例第９条に基づき，「京都市食の安全安心推進審議会4」

（以下「食の安全安心推進審議会」といいます。）の意見を踏まえ，食の安全安心施策を
総合的かつ計画的に推進するための目標や取組等について定めるものです。

また，京都市基本計画の分野別計画に位置付けるとともに，「食育基本法5」に基づ
き策定する「健康長寿のまち・京都食育推進プラン」や「京都市消費生活条例6」に基づ
き策定する「京都市消費生活基本計画」など，関連する計画等とも連携を図りながら，
各種施策を推進します。

⑷　計画期間
令和３年度（令和３年４月１日）から令和７年度（令和８年３月３１日）までの５年

間とします。
ただし，計画期間中であっても，想定外の事案（新たなリスクの顕在化等）や科学技

術の進歩，関連する法令の改正等があった場合には，必要に応じて計画の見直しを行
います。

- 3 -



⑸　施策の推進体制
市民等や食品等事業者との協力の下，食の安全安心推進審議会や庁内関係部局と連

携しながら各種施策に取り組みます。

⑹　進行管理
ＰＤＣＡ（計画，実施，点検，見直し）の考え方に基づき，進行管理を行います。
施策の実施状況については，毎年度取りまとめ，食の安全安心推進審議会からの評

価を得た後，公表します。
なお，評価の結果，施策の内容等に変更が必要な場合には，適宜，見直しや改善を図ります。

Do
（実施）

Check
（点検）

Plan
（計画）

Action
（見直し）

●推進計画の策定，変更
●施策の実施

●目標の達成状況の把握
●審議会での評価

京都市ホームページで公表

●施策の見直し，改善
●目標や指標の見直し

毎年度

大学 等

業界団体 消費者団体

食の安全安心推進審議会

京都市

市民 等

食品等事業者

関係機関
（国，他自治体）

- 4 -



食を取り巻く状況と課題
第2章

❶　食の安全安心に関わる主な出来事
①　広域散発食中毒事案の発生

平成２８年には冷凍メンチカツを原因とした腸管出血性大腸菌7Ｏ１５７食中毒，
平成２９年にはきざみのりを原因とした大規模なノロウイルス8食中毒など，食品流
通の広域化等を背景として都道府県域を超える広域的な食中毒が発生しました。

広域的な食中毒事案に迅速かつ適切に対応するため，関係機関との連携や情報共有
等の更なる充実が求められます。

②　国際標準に沿った衛生管理の推進をはじめとした食品衛生法の改正
平成３０年には食品衛生法が１５年ぶりに大幅に改正されました。その背景として，

外食・中食への需要増加等の食へのニーズの多様化，輸入食品の増加等の食のグロー
バル化の進展，都道府県域を超える広域的な食中毒事案の発生，食中毒発生件数の下
げ止まり，食品衛生管理の国際標準化等が挙げられます。

この改正により，「広域的な食中毒事案への対策強化」，「ＨＡＣＣＰに沿った衛生
管理の制度化」，「営業許可制度の見直し，営業届出制度の創設」などが規定され，本市
においてもこの改正の趣旨を踏まえた取組が必要になります。

③　食に関する情報の氾濫
インターネットやＳＮＳ等の情報媒体の普及に伴い誰でも手軽に多くの情報を入

手することが可能になりました。また，個人でも容易に情報を発信することが可能に
なったため，中には，食の安全に関する誤った情報や信頼性に乏しい情報もみられます。

このため，行政や食品等事業者は正しい情報を適切に発信する必要があり，また情
報を受け取る市民の皆様にも，多くの情報の中から正しい情報を選択し，理解を深め，
自ら行動する力を身につけていただくことが必要になります。

④　食品ロス削減に向けた取組
令和元年１０月には「食品ロスの削減の推進に関する法律9」が施行されるなど，現在，

食品ロスの削減が国全体で推進されています。
食品ロス削減に向け様々な取組が推進されていく中，食べ残しの持ち帰り等による

食中毒等の未然防止を図るため，食品の適切な保存方法や衛生的な取扱い等の食品衛
生についても理解を深めていただく必要があります。

⑤　新型コロナウイルス感染症の流行を契機とした飲食店の営業形態の変化
新型コロナウイルス感染症10の影響により，これまで客席を設けて食品を提供して

きた飲食店において，新たにテイクアウトやデリバリー等の形態で食品を提供する事
例の増加がみられます。

社会情勢等により食品の提供形態は変化しますので，食品の安全性を確保するため
には，このような変化に対応した柔軟な取組を展開する必要があります。

用語の解説
7　 腸管出血性大腸菌 ･･･ ２８ページ参照
8　 ノロウイルス ･･･ ２９ページ参照
9　 食品ロスの削減の推進に関する法律 ･･･ ２７ページ参照
10　新型コロナウイルス感染症 ･･･ ２８ページ参照
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用語の解説
11 食品安全基本法 ･･･ ２７ページ参照
12 ポジティブリスト制度 ･･･ ２９ページ参照
13 ＢＳＥ ･･･ ２９ページ参照
14 食品表示法 ･･･ ２７ページ参照
15 豚熱 ･･･ ２８ページ参照

＜平成１５年以降の食の安全安心に関する主な出来事＞

年　月 主な出来事
平成１５年　７月 食品安全基本法11の施行

平成１８年　５月 残留農薬等のポジティブリスト制度12の施行

平成２０年　１月 中国産冷凍餃子による食中毒（薬物中毒）の発生

　　　　　　９月 米の販売・加工業者による非食用米穀の不正規流通の発覚 
中国製加工食品へのメラミン混入事件の発覚

平成２１年　９月 消費者庁の発足

平成２２年　４月 食の安全安心条例の施行

平成２３年　３月 第１期推進計画（平成２３年度～２７年度）の策定 
福島第一原発事故に伴う食品の放射能汚染の発生

４月 牛肉の生食による腸管出血性大腸菌Ｏ１１１食中毒の発生

１０月 生食用食肉の規格基準の施行

平成２４年　４月 食品中の放射性物質の基準値の施行

７月 牛肝臓の生食禁止

８月 浅漬を原因とする腸管出血性大腸菌Ｏ１５７食中毒の発生

平成２５年　７月 ＢＳＥ13全頭検査の見直し

　　　　　１０月 レストラン等でのメニュー偽装問題の発覚

　　　　　１２月 国内で製造された冷凍食品への農薬混入事件の発生

平成２６年　７月 上海の食品加工業者による加工食品への使用期限切れ鶏肉使用事件の発生

　　　　　１２月 即席麺への虫様異物混入をはじめとした異物混入事案の頻発

平成２７年　４月 食品表示法14の施行

６月 豚肉（内臓含む）の生食禁止

平成２８年　１月 廃棄用食品の不正転売事案の発生

３月 第２期推進計画（平成２８年度～令和２年度）の策定

１０月 冷凍メンチカツ（そうざい半製品）を原因とする腸管出血性大腸菌Ｏ１５７
食中毒の発生

平成２９年　２月 きざみのりを原因とした大規模なノロウイルス食中毒の発生

３月 はちみつを原因とした乳児ボツリヌス症で死亡事案

４月 健康牛のＢＳＥ検査の廃止

８月 持ち帰り総菜等を原因とした腸管出血性大腸菌Ｏ１５７食中毒の発生

平成３０年　６月 食品衛生法の改正

９月 ２６年ぶりに国内で豚熱15（ＣＳＦ）が発生

１２月 食品表示法の改正
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❷　第２期推進計画における取組状況
第２期推進計画では，各種施策の実施状況を把握するとともに取組を評価するため，２つの施策

の柱（「食の安全性の確保」・「安心できる食生活の実現」）ごとに指標を定めました。令和元年度まで
の実施状況等は下表のとおりです。

＜第２期推進計画における実施状況等＞

柱 指
標

内容.
【指標の参考値（平成２７年度実績）】 実施状況（令和元年度まで）／課題

　

柱
１
：
食
の
安
全
性
の
確
保

健
康
被
害
の
防
止

重篤（重体又は死亡に至る健康被害）
又は大規模食中毒（患者数５０人以
上）の発生件数をゼロとし，その他
の食中毒についても，減少させる。 

【重篤又は大規模食中毒事件数（１件）】

H28:0件，H29:2件，H30:2件，R1:2件

○重篤又は大規模食中毒の発生件数は少ない
ものの，依然として発生していることから，引
き続き，食品等事業者による自主的な衛生管
理の取組を推進することが必要。

安
全
な
食
品
の
流
通

市内で製造される広域流通食品の違
反件数をゼロとする。

【広域流通食品違反件数（２件）】

H28:0件，H29:0件，H30:0件，R1:0件

○広域流通食品で違反なし。ただし，年間数
件の違反食品が発見されることから，食品等
事業者による自主的な衛生管理の取組を推進
することが必要。

自
主
衛
生
管
理
の
推
進

ＨＡＣＣＰ導入施設及び京（みやこ）・
食の安全衛生管理認証取得施設を拡
大していく。

【認証取得件数（127施設（新規１２件））】

H28:127施設（新規3件），H29:128施設（新規3件） 
H30:129施設（新規4件），R1:141施設（新規16件）

○認証取得施設は微増。HACCPに沿った衛
生管理の制度化後も，食品等事業者自ら衛生
管理の向上に取り組む仕組みが必要。

人
材
の
育
成

食の安全安心に関する研修会を開催
し，人材の育成と資質の向上に努める。

【外部研修参加者数（４５人）】

H28:28人，H29:35人，H30:52人，R1:45人

○外部研修参加者数は横ばいであるが，毎年
度，継続して外部研修会に職員を派遣し，資質
向上に努めている。

柱
２
：
安
心
で
き
る
食
生
活
の
実
現

情
報
発
信

メール配信など食の安全に係る情報
提供の回数の増加とともに，アクセ
ス数や賛同数の向上なども図る。

【メール配信回数（２２回）】

H28:57回，H29:45回，H30:33回，R1:64回

○配信回数は増加。引き続き，積極的に食の
安全安心情報を発信するとともに，効果的な
情報発信方法の検討が必要。

学
習
の
機
会
の
提
供

食の安全安心に係る講習会やイベン
トを開催し，市民等や食品等事業者
の方の参加の拡大を図る。

【事業参加者数（５，８５６人）】

H28:4,805人，H29:5,230人，H30:5,287人，
R1:4,501人

○年間５，０００人前後で推移。食の安全安心
に関する理解の促進に向け，より効果的な取
組の検討が必要。

市
民
等
の
理
解
の
促
進

参加型リスクコミュニケーション事業
への参加者数の増加と参加者の理解度
の向上に努めるとともに，食の安全安
心に関心を持つ人材の育成を図る。

【事業参加者数（２６８人）】

H28:363人，H29:383人，H30:396人，
R1:461人

○事業参加数は増加。食の安全安心に関する
理解の促進に向け，より効果的な取組の検討
が必要。
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施策の展開
第3章

❶　施策の体系
⑴　施策の柱

目指す姿である「食の安全性が確保され，安心して食生活を営むことができる京の
まち」の実現に向け，次の２つを施策の柱とします。

食の安全性の確保施策の柱１

⇒　食品の生産から販売に至る各段階において，主に京都市や食品等事業者に
よる様々な取組の推進

安心できる食生活の実現施策の柱 2

⇒　市民や観光旅行者等に対し，京都市や食品等事業者が積極的に情報提供し，
正しい理解と信頼を得るための取組を推進

⑵　基本施策
２つの施策の柱の下には５つの基本施策を掲げ，様々な個別施策を展開します。

食の安全性の確保施策の柱１

基本施策 1　食品等事業者による自主衛生管理の推進

食品等事業者の自主的な衛生管理の取組を更に推進するため，国際標準のＨＡＣＣＰ
に沿った衛生管理の推進や本市独自の「京（みやこ）･食の安全衛生管理認証制度」の活用
を図ります。

基本施策 2　生産から販売，消費に至るまでの安全性確保

農畜産物の生産者に対する農薬の適正使用や家畜衛生防疫対策の普及，食品製造業者
や販売業者等への効率的，効果的な監視指導や検査，さらには適切な食品表示や食物ア
レルギー対策を推進し，食中毒の発生や流通食品の違反件数を減少させます。

基本施策 3　緊急時を想定した対策

日常から，食品の安全に係る事故発生に備えた危機管理体制を整備するとともに，事案に
対応する職員の資質向上を図ることで，緊急時における迅速かつ適切な対応を目指します。

安心できる食生活の実現施策の柱 2

基本施策 4　食の安全安心に関する情報発信の充実

市民や観光旅行者等に向け，情報収集手段の多様化を踏まえ様々な媒体を活用して，
食の安全安心に関する情報を継続的に発信します。

基本施策 5　リスクコミュニケーションの推進

市民や食品等事業者，行政担当者などの関係者の間で情報や意見を交換する機会を設
け，食の安全安心について相互理解を図ります。
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★ リーディング事業（象徴的な施策）

食
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
、

安
心
し
て
食
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
京
の
ま
ち

目指す姿 施策の柱

柱1

柱2

基本施策及び個別施策

食
の
安
全
性
の
確
保

安
心
で
き
る

　食
生
活
の
実
現

★❶ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の推進
★❷多様化する食品の提供形態に応じた柔軟な取組
　❸自主的な衛生管理を基本とした給食対策
　❹食物アレルギー対策の推進
　❺食品等事業者の表彰

基本施策１
食品等事業者による自主衛生管理の推進

★❻監視指導及び抜取り検査の実施
★❼カンピロバクターをはじめとした食中毒予防対策
　❽生産者に対する農薬の適正使用の指導や抜取
り検査の実施

　❾家畜衛生防疫対策の普及
　10地下水質の保全の推進
　11水源から蛇口までの水質管理の強化
　12中央卸売市場における監視指導及び自主衛生
管理の推進

　13適切な食品表示の推進
　14健康食品の安全性確保

基本施策２
生産から販売，消費に至るまでの安全性確保

　15健康危機管理体制の整備
　16関係機関との連携強化

基本施策３　緊急時を想定した対策

★17ＳＮＳ等の様々な媒体を活用した効果的な
情報発信

　18食の安全安心啓発キャラクターの活用

基本施策４　食の安全安心に関する情報発信の充実

★19目的や対象に応じた効果的なリスクコミュニ
ケーションの推進

★20食育と連携した食の安全安心施策の推進
　21環境施策と連携した取組

基本施策５　リスクコミュニケーションの推進

施 策 の 体 系
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❷　指標の設定
「食の安全性が確保され，安心して食生活を営むことができる京のまち」の実現を目指し，個別施

策の取組を総合的に評価する目安として，２つの施策の柱（「食の安全性の確保」・「安心できる食生
活の実現」）ごとに指標を設定します。

食の安全性の確保施策の柱１

指　標 目　標 目標値/年 平均値
（H22～R1）

健康被害の防止

重篤又は大規模食中毒
発生件数

重篤（重体又は死亡に至る健康被
害）又は大規模（患者数５０人以上）
食中毒の発生件数をゼロにする。

０件 ２件

食中毒発生件数 食中毒の発生を減少させる。 １０件以下 １３件

安全な食品の流通

抜取り検査での違反件数 
（市内製造食品） 市内で製造される食品の違反を減

少させる。
０件 ２件

新
規 自主回収着手の届出件数 １０件以下 ２０件

自主衛生管理の推進

新
規

ＨＡＣＣＰに沿った
衛生管理の定着率

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を定
着させる。 １００％ ―

安心できる食生活の実現施策の柱 2

指　標 目　標 目標値/年 平均値
（H22～R1）

食の安全安心に関する理解の促進

情報発信回数
多様な媒体で食の安全安心に関す
る情報を発信し，正しい情報を気
軽に入手できる環境を整備する。

６０回以上 ３８回

新
規

食の安全安心情報の
受け手の人数

講習会やイベントの参加者，ホー
ムページやＳＮＳの閲覧者等，食
の安全安心情報の受け手の人数の
増加を図る。

10万人以上 11,966人
（講習会，イベント

　 参加人数  　 ）

新
規

市民向けリスクコミュ
ニケーション参加者の
理解度

参加者の理解度を把握して，実施
内容等を継続的に見直し，参加者
の理解の促進を図る。

１００％ ―
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❸　個別施策
「食の安全性が確保され，安心して食生活を営むことができる京のまち」を実現するため，２１の

個別施策に取り組みます。
なお，個別施策のうち，リーディング事業（象徴的な施策）には，「★」を記載しています。

基本施策１　食品等事業者による自主衛生管理の推進

★. 個
リーディング事業

別施策❶ 　Ｈ
ハ サ ッ プ

ＡＣＣＰに沿った衛生管理の推進

食品衛生法が改正され，令和３年６
月から，原則として全ての食品等事業
者はＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実
施が求められることとなりました。

本市では，食品等事業者自らＨＡＣ
ＣＰに沿った衛生管理を導入し，定着
できるよう，施設への立入調査や講習
会等のあらゆる機会を活用して指導や
助言等，必要な支援を行います。

また，更なる衛生管理の向上につな
げるため，京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度の活用を図ります。

さらに，ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入支援を適切に実施するため，国等が開催するＨＡＣ
ＣＰに関する研修会への参加や日常業務を通じた研さん等により，指導・助言等を行う本市食品衛
生監視員の資質向上に努めます。

【保健福祉局】

HACCPとは
微生物による汚染や金属の混入等の危害を分析した

うえで，危害の防止につながる特に重要な工程を継続的
に監視・記録する衛生管理の手法です。

従来の基準に比べ，問題のある製品の出荷をより効果
的に防止することができ，事故等の原因追究や改善が容
易となります。

先進国を中心に義務化が進められており，日本では平
成３０年６月に食品衛生法が改正され，令和３年６月か
ら原則として全ての食品等事業者はＨＡＣＣＰに沿っ
た衛生管理の実施が求められることとなりました。

京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度とは
食品等事業者の自主的な衛生管理の取組を京都市が評価・認証する，HACCP に

よる衛生管理の考え方を一部取り入れた京都市独自の制度です。
食品等事業者が自主的な衛生管理の取組を推進することで，食中毒の発生や異物

混入等が低減され，市民等の皆様に，より安全な食品が提供されることを目的とし
ています。

原

　料

入

　荷

保

　管

加

　熱

冷

　却

包

　装

出

　荷

特に重要な工程を継続的に監視・記録

【従来方式】

【HACCP方式】
温度・時間の
管理

異物の
検出

抜取り検査
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★. 個
リーディング事業

別施策❷ 　多様化する食品の提供形態に応じた柔軟な取組

令和２年には新型コロナウイルス感染症の影響により，食品のテイクアウトやデリバリーを行う
食品等事業者が増加するなど，社会情勢等により食品の提供形態は変化します。

本市では，このような変化に対応した柔軟な取組を展開し，安全な食品が提供されるよう適切な
衛生管理について指導や助言等を行います。

また，子ども食堂16や模擬店など，営業とはみなされない事業主体においても，食品の安全性を確保
するために必要な措置を講ずるよう指導や助言等を行い，食品衛生の面から取組の後押しを行います。

個別施策❸ 　自主的な衛生管理を基本とした給食対策

○　集団給食施設における監視指導
食品衛生監視員17が社会福祉施設や病院等の集団給食施設に立ち入り，ＨＡＣＣＰに沿った

衛生管理の実施状況を確認するとともに指導や助言を行い，給食の安全性の確保を図ります。

○　保育園（所）における自主的な衛生管理の取組
各保育施設における給食調理の際には，食材の安全性及び調理時における衛生的な取扱いを

確認し，給食の安全性の確保に努めます。また，「衛生管理点検表」による自主点検を行い，食品
衛生上注意すべき作業内容を点検，確認することで，更なる衛生管理の向上を図ります。

○　小学校における自主的な衛生管理の取組
独自に策定した衛生管理基準に基づき，自主的な衛生管理の徹底に努めるとともに，定期的

に調理従事者を対象に衛生管理研修会を実施し，給食の安全性の確保に努めます。

【保健福祉局】

用語の解説
16 子ども食堂 ･･･ ２６ページ参照
17 食品衛生監視員 ･･･ ２７ページ参照

学祭衛生管理マニュアル

京都学生祭典実行委員会や京
都府立大学の先生や学生の皆様
に御協力いただ
き，学 祭 模 擬 店
の衛生管理を分
かりやすく伝え
る「学 祭 衛 生 管
理 マ ニ ュ ア ル」
を 作 成 し，活 用
しています。

子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業

子ども食堂等の子どもの居場所が，支援を必要と
する子どもや家庭を適切な機関
につなぐ「気づきの窓口」とな
るよう，居場所への現地訪問や
情報提供，相談支援などの取組
を行うとともに，市民や企業か
らの寄付を適切に寄付先につな
ぐなどの支援等を行い，子ども
の居場所づくりに取り組む団体
が，継続して取組を実施することができるよう支援
を行っています。

【保健福祉局】 【子ども若者はぐくみ局】

学祭衛生管理マニュアル
子どもの居場所づくりパンフレット

【保健福祉局】 【子ども若者はぐくみ局】 【教育委員会】
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個別施策❹ 　食物アレルギー対策の推進

○　アレルギー物質の検査及び監視指導の実施
市内で製造，流通する食品について，表示義務のあるアレルギー

物質の検査を実施し，適切な表示となっているか確認を行うことで，
食物アレルギー18による健康被害の未然防止を図ります。また，食
品の製造や調理の際に，意図しないアレルギー物質の混入を防止す
るため，食品取扱施設への監視指導を行い，食品等事業者の自主衛
生管理の更なる推進を図ります。

○　保育施設におけるアレルギー対策
各保育施設において，保護者と連携し，医師の診断および指示に基づき，除去・代替食等の対

応を行います。また，緊急時の適切な対応に向け，関係機関と連携し，安全な環境の整備に努め
ます。

また，研修等を通じ，保育施設職員のアレルギー対応に関する理解を深め，適切にアレルギー
対応を行うことができる力を養います。

○　小学校におけるアレルギー対策
健康被害の未然防止を図るため，保護者の方に毎月配布する献立表には，使用食材を全て明

示し，小麦，卵，乳製品等特定原材料を含む献立の一覧を記載します。
また，加工食品についても，使用する原材料の一覧を各学校に配布するなど情報提供に努め

ます。

個別施策❺ 　食品等事業者の表彰

長年にわたり，食品衛生の普及向上や業界の指導育成又は自主的
な衛生管理を積極的に推進し施設の衛生管理に顕著な功績のあっ
た食品等事業者を表彰します。

表彰を通じて，食品等事業者の食の安全性の確保に関する取組の
周知や意識向上を図ります。

【保健福祉局】

アレルギー物質検査の様子

食の健康づくり応援店
外食やお惣菜等を利用する方が自身の健康状態や希望に合わせてメ

ニューが選べるよう，「野菜たっぷりメニュー」，「塩分ひかえめメニュー」，
「食物アレルギー表示」に取り組む飲食店を登録し，京都市が紹介する

制度です。
本制度の普及を図ることで，毎日の食生活から健康づくりに取り組

むことができる環境整備を推進します。

【保健福祉局】

京都市版ステッカー

表彰式の様子

用語の解説
18 食物アレルギー ･･･ ２８ページ参照

【保健福祉局】 【子ども若者はぐくみ局】 【教育委員会】
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基本施策 2　生産から販売，消費に至るまでの安全性確保

★. 個
リーディング事業

別施策❻ 　監視指導及び抜取り検査の実施

食品衛生法に基づき策定する「京都市食品衛生監視指導計画」（単年度計
画）により，食品取扱施設への監視指導や市内で製造，販売されている食品
の抜取り検査を実施し，違反食品の流通防止や食中毒の未然防止，施設の
衛生管理の向上を図ります。

京都の特色を踏まえ京の食文化を代表する食品の製造施設の監視指導
や抜取り検査を実施するとともに，食品の流通形態や社会情勢の変化など
にも柔軟に対応しながら，効率的，効果的に取組を実施します。

★. 個
リーディング事業

別施策❼ 　カンピロバクターをはじめとした食中毒予防対策

近年の京都市における食中毒の傾向として，カンピロバクター19及びノ
ロウイルスを原因とする食中毒が依然として上位を占めています。

カンピロバクターによる食中毒は，生や加熱不十分な鶏肉の喫食を原因
として，特に若年層で多発していることから，食品等事業者及び市民双方
に鶏肉の生食のリスクについて啓発することが必要です。また，ノロウイ
ルスによる食中毒は，調理従事者が手指を介して食品を汚染させる事例が
散見されることから，食品等事業者に対して，食品の適切な取扱いや十分
な手洗い等，二次汚染対策について啓発することが必要です。

食中毒菌の特徴や過去の事例等を踏まえて，食品等事業者及び市民双方
に適切な啓発を行い，カンピロバクターをはじめとした食中毒の未然防止
を図ります。

個別施策❽ 　生産者に対する農薬の適正使用の指導や抜取り検査の実施

安全安心な農産物の生産の推進をするため，ＪＡ京都市版ＧＡＰ制度との連携等により，生産者
に対し肥料や農薬の適正使用を指導するとともに，使用履歴の記録の徹底を図ります。

市内で生産される京の旬野菜の中で多く栽培されているものについて，残留農薬分析を実施します。

京の旬野菜推奨事業
京都市内産野菜について品目ごとに「旬」を定め，その時

期に出荷させる野菜を「京の旬野菜」として生産者及び生
産地区を表示して出荷するものです。

栄養価が高い旬の地場野菜の消費拡大とともに，農薬使
用に係る安全確認を行うなど，安全・安心で環境負荷の少
ない野菜生産の振興により，地産地消20を推進します。

【産業観光局】

【産業観光局】

用語の解説
19 カンピロバクター ･･･ ２６ページ参照
20 地産地消 ･･･ ２８ページ参照

【保健福祉局】

【保健福祉局】

監視指導の様子

カンピロバクター
予防啓発リーフレット
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京の旬野菜ＧＡＰ
ＧＡＰとは「Good Agricultural Practice」の略称で，直訳すれば「良い農業の実践」

を意味するものです。食品安全，環境保全，労働安全の関連から，農業生産の全ての段階
において，事前にリスクとなる要因を検討し，危害を未然に防ぐために点検項目を定め，
これに沿って農業生産の実践・記録・評価を繰り返し行うことで，農業生産工程を改善し
ていく取組のことです。

環境保全型農林水産業推進事業
農業生産に由来する環境負荷を軽減するため，京都府下で通常使用される化学肥料，

化学合成農薬の使用量から原則５割以上低減し，地球温暖化防止や生物多様性保全に効
果の高い営農活動を支援します。

【産業観光局】

【産業観光局】

個別施策❾ 　家畜衛生防疫対策の普及

「高病原性鳥インフルエンザ21」などの家畜伝染病22の予防を図るため，京都府と連携し，畜産農家
の巡回指導や検査の実施，予防ワクチン接種などの家畜診療を行い，家畜衛生防疫対策の普及を図
ります。

個別施策❿ 　地下水質の保全の推進

水質汚濁防止法23に基づき，市内における地下水汚染について常時監視することで，地下水質の
保全の推進を図ります。

個別施策⓫ 　水源から蛇口までの水質管理の強化

安全・安心でおいしい水の供給を図るため，毎年定める「水道水質検査
計画」並びに「京（みやこ）の水ビジョン」，「水安全計画」などに基づき，法
律で定められた水道水の水質基準項目及び水質管理目標設定項目の適合
検査や水源の水質監視と水質試験，さらには各浄水処理工程における水
質試験など，水源から蛇口に至るまでの水質管理を実施します。

【産業観光局】

【上下水道局】

水安全計画概要版

用語の解説
21 高病原性鳥インフルエンザ ･･･ ２６ページ参照
22 家畜伝染病 ･･･ ２６ページ参照
23 水質汚濁防止法 ･･･ ２８ページ参照

地下水質調査
「概況調査」，「汚染井戸周辺地区調査」，「継続監視調査」の３種類の調査があり，京都市では環境
基本法に基づく環境基準項目について調査を行っています。

【環境政策局】
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個別施策⓬ 　中央卸売市場における監視指導及び自主衛生管理の推進

【京都市中央卸売市場第一市場】
○　第一市場における監視指導

せり開始前等に，不適切な食品の確認や施設の衛生指導を行う早
朝監視や抜取り検査を実施することで，流通食品の安全性を確保し
ます。

○　第一市場における自主衛生管理の取組
市場流通食品の安全・安心を確保するため，ＨＡＣＣＰ等を踏まえ 

て新たに策定する市場独自の衛生管理基準「京都基準（仮称）」との整合を図りつつ，商品の保管
温度及び衛生管理水準を確保するとともに，食品衛生講習会を開催するなど自主的な衛生管理の
促進を図ります。

【京都市中央卸売市場第二市場】
○　第二市場における監視指導

と畜検査員が市場で解体されるすべての獣畜に対してと畜検査24を行
うことで，食肉の安全性の確保を図ります。

○　第二市場における自主衛生管理の取組
安全・安心な食肉の流通を確保するため，と畜解体から部分肉処理に

至るまでの業務においてＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の徹底を図ります。

用語の解説
24 と畜検査 ･･･ ２８ページ参照

【産業観光局】 【保健福祉局】

早朝監視の様子

と畜検査の様子

京都市中央卸売市場第二市場における食肉輸出の取組
「京都市中央食肉市場和牛輸出戦略」に基づき，和牛の海

外輸出の促進に取り組んでいます。
輸出拡大の取組を通じて，良質な和牛の全国各地からの

集荷力を高めていくとともに，第二市場から世界に向けて，
京都の食文化をさらに発信してまいります。

●輸出認定取得国（令和３年２月末時点） 
　タイ，マカオ，米国，シンガポール，欧州連合，香港

【産業観光局】

kyoto beef 雅

中央市場施設整備
「京都市中央市場施設整備基本計画」に基づき，『食の流

通における「京都基準」を構築し，先進的食品流通拠点へ～
安全・安心でおいしい生鮮食料品等の提供と京都市中央市
場ブランドの確立～』をコンセプトに，品質管理（衛生管理・
温度管理）の徹底追求等を重点的な取組として掲げ，施設
整備を行っています。

●新水産棟完成　令和４年度（予定）　●新青果棟完成　令和１０年度（予定）

【産業観光局】

イメージ
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個別施策⓭ 　適切な食品表示の推進

食品等事業者に食品表示制度の周知を図るとともに，流通食品が食品表示法に基づき適切に表示
されているか，立入調査等により定期的に確認します。

また，流通食品の抜取り検査を実施し，添加物やアレルギー物質等の食品表示が適切に行われて
いるか確認します。

表示事項（品質事項・衛生事項・保健事項）によって本市の担当する部局が異なるため，食品表示に
関する相談には関係部局が連携して対応します。

個別施策⓮ 　健康食品の安全性確保

いわゆる健康食品について，医薬品的な効能効果の表示・広告又は著しく人を誤認させる等の虚
偽誇大表示を探知した場合は是正指導を行うなど，安全性の確保を図ります。

また，食品衛生法の改正により創設された「指定成分等含有食品の健康被害事例報告制度25」の適
切な運用を図ります。

基本施策 3　緊急時を想定した対策

個別施策⓯ 　健康危機管理体制の整備

食中毒等の健康危機事案の発生に備え，日常から緊急連絡網
や対応マニュアルなどの整備を徹底します。

また，食中毒等の健康危機事案が発生した場合は，全市で一つ
の拠点に集約した医療衛生センターのスケールメリットを活か
した迅速かつ柔軟な対応を図ります。

さらに，原因究明や被害拡大防止措置を迅速かつ的確に実施
するため，国等が開催する食品衛生に関する研修会への参加や
日常業務を通じた研さん等により，施設調査等を行う食品衛生
監視員の資質向上に努めます。

個別施策⓰ 　関係機関との連携強化

広域連携協議会26等により国や各自治体等の関係機関と緊密な連携を図り，広域的な食中毒事案
発生時の対応方法や連携体制の構築を図ります。

用語の解説
25 指定成分等含有食品の健康被害事例報告制度 ･･･ ２７ページ参照
26 広域連携協議会 ･･･ ２６ページ参照

【保健福祉局】

【保健福祉局】

【保健福祉局】

【保健福祉局】

【文化市民局】
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K
キ ョ ウ ト

YOTO.V
ベ ジ

ege.S
スタイル

tyle.
（「農産物」情報の発信）

地元農産物を購
入できる直売所や
市内生産者，農産
物の特徴，美味し
い食べ方等の情報
を 発 信 し て い ま
す。

みやこ健康・安全ねっと
（「健康危機管理」情報
の配信）

市内での食中毒
や感染症など健康
危機に関する発生
状況や注意喚起，
予防策などの情報
を登録者に無料で
メール配信してい
ます。

「大学のまち京都・学生のまち京都」公式.
アプリKYO-DENT（「学生向け」情報の発信）

京都での学生生活で，自分
を変えてみたい，新しい何か
を見つけたい。自分の知らな
い世界を知りたい…。

K
キ ョ ー デ ン ト

YO － DENT は，そんな
あなたのため，京都の学生のためのアプリです。

本市や（公財）大学コンソーシアム京都，地
域，企業等の多様な主体による様々な取組や
学生向けの各種情報を掲載しています。

京・食ねっと
（「食育」情報の発信）

「食」を切り口として，食育，健康，食
の安全安心，地産地消，環境負荷の軽減
など，「食」をテーマとする総合的な情
報をホームページ上で紹介しています。

Facebook（おあがリス）
（「食の安全安心」.
情報の発信）

食中毒の予防法や
食の安全安心に関する
イベント情報などの食
の安全安心情報を幅広
く発信しています。

きょうと動画情報館
（京都市の公式YouTubeチャンネル）

京都市政に関する内容を，皆様に動
画で分かりやすくお伝えするために
開設している京都市の公式 YouTube
チャンネルです。食の安全安心に関す
る動画も掲載しています。

基本施策 4　食の安全安心に関する情報発信の充実

★. 個
リーディング事業

別施策⓱ 　ＳＮＳ等の様々な媒体を活用した効果的な情報発信

食に関する様々な情報が氾濫する中，食の安全安心の確保を図るためには，市民の方が必要な知
識を持ち，理解を深めることが重要です。

このため，食の安全安心に関する情報が気軽に得られるよう，年代ごとの情報収集手段の特徴を
踏まえ，様々な媒体を複合的に活用して情報発信に努めます。

【京都市の主な情報発信サイト】

【保健福祉局】

【保健福祉局】

【保健福祉局】

【総合企画局】 【総合企画局】

【保健福祉局】

【産業観光局】
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個別施策⓲ 　食の安全安心啓発キャラクターの活用

本市では，食の安全安心に関する取組に関心や親しみを持っていた
だくため，食の安全安心情報の発信媒体となる食の安全安心啓発キャ
ラクター「おあがリス27」を平成２４年度に作成しました。

引き続き，様々な場面で「おあがリス」を活用し，食の安全安心の取
組がより分かりやすく，身近に感じていただける情報発信に努めます。

基本施策 5　リスクコミュニケーションの推進

★. 個
リーディング事業

別施策⓳ 　目的や対象に応じた効果的なリスクコミュニケーションの推進

食の安全安心について自ら関心を持ち，正しい知識を広め，行動できる人材の育成を目指します。
推進に当たっては，目的や対象とする年代を踏まえて内容や方法を工夫します。

また，「大学のまち・学生のまち」である京都の特色を踏まえ，特に将来の担い手である学生をは
じめとした子ども・若者に対するリスクコミュニケーション28を推進します。

【主なリスクコミュニケーション事業の実績】

【保健福祉局】

【保健福祉局】

用語の解説
27 おあがリス ･･･ ２６ページ参照
28 リスクコミュニケーション ･･･ ２９ページ参照

体験型手洗い講習会

食中毒予防の基本であ
る正しい手洗いについて，
手洗い教育ツール※を用い
た体験学習を通じて理解
を深めていただきました。
※専用ローションを汚れに見

立てて手に塗り，手洗い後，
専用ライトの下に手をかざ
すと洗い残しが光り，適切
な手洗いができているか視
覚的に確認できるものです。

フィールドワーク
～添加物について理解
を深めよう～

添加物の安全性確保に
係る取組や食品表示制度
等を座学によりお伝えし
た後，食品販売店の協力
のもと，実際に陳列され
ている商品を手に取り，
表示のある添加物につい
て本市食品衛生監視員と
意見交換を行うことで，
添加物に関する理解を深
めていただきました。

学園祭模擬店出店者向け
衛生講習会

大学等で開催される学
祭模擬店での食品事故を
防止するため，メニュー
ごとの食中毒リスクやそ
れらを踏まえた食品の衛
生的な取扱いについて学
生に理解を深めていただ
き，衛生的で安全な模擬
店の企画や開催につなげ
ていただきました。

【保健福祉局】 【保健福祉局】 【保健福祉局】
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食育指導員による食育活動の推進
地域に密着した食育推進の担い手となるボランティア「食育指導員」を計画的に養成・

活動支援を行い，食育指導員の活動を通じて，食文化の保護・継承や食を通じた健康づく
りの普及啓発等を促進しています。

★. 個
リーディング事業

別施策⓴ 　食育と連携した食の安全安心施策の推進

健康で豊かな食生活を送るためには，食品の安全性が確保さ
れているほか，食に関心をもち，自ら健全な食生活を実践する必
要があります。

このため，食に関する施策の両輪として，食育事業と連携して
取組を進めていきます。特に「食育指導員29」による食育30活動
を通じ，保育園児や小学生のみならず，学生，成人への食の安全
安心に関する情報発信を積極的に行います。

【保健福祉局】

【保健福祉局】

用語の解説
29 食育指導員 ･･･ ２７ページ参照
30 食育 ･･･ ２７ページ参照

保育所における給食の取組

京都市営保育所では，子どもたちが
京都ならではの食文化に慣れ親しむた
めに，「おばんざい（伝統
的な日常のおかず）」を給
食に取り入れています。

特に，食育読本「京の子
どもおいしおす倶楽部」に
ちなんで，毎月１日と１０
日を「おばんざいの日」と
しています。この他にも，
さまざまな食育の取組を
行っています。

小学校における学校給食の取組

京都市の給食では，毎月１回程度，和
食推進の日を設定し，おばんざいや行事
にちなんだ献立を「和（なごみ）献立」と
して提供するなど，和食推進の取組を進
めています。

また，府内産米や京野菜など京都府産
の食材を使用するとともに，小学校では，
食材の歴史や資料
について学習する
など，「地産地消（知
産知消）」に取り組
んでいます。

ふれあいファミリー食セミナー
出産を控えたご夫婦や乳

幼児とその保護者を対象に，
調理実習やデモンストレー
ションなどの栄養教室を通
じて，望ましい食生活の実
践・普及を図ります。

食育セミナー
市民が食に関する適切な判

断力を養い，生涯にわたって
健全な食生活を実現できるよ
う，各区役所・支所保健福祉セ
ンター等で講義や調理実習等
を伴う栄養教室を開催します。

【保健福祉局】 【保健福祉局】

【教育委員会】【子ども若者はぐくみ局】
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個別施策� 　環境施策と連携した取組

食品の賞味期限や消費期限，適切な保存方法のほか，外食時の持ち帰りにおける食品衛生上の注
意事項等について市民及び食品等事業者に発信することで，食中毒の未然防止を図るとともに，食
品衛生の面から食品ロスの削減に寄与します。

【保健福祉局】

食べ残しゼロ推進店舗認定制度
飲食店・宿泊施設と食品小売店における食品ロスや生ごみ

の減量につながる取組をそれぞれ８項目設定し，このうち２
項目以上の取組を実施する店舗等を本市が認定する制度です。

認定店舗に，認定証や店内等に掲示する認定ステッカーを
配布し，掲示していただくとともに，本市ホームページに店
舗情報を掲載しています。

ＫＥＳ認証
「KES・環境マネジメントシステム・スタンダード（KES）」

とは，中小企業にも取り組みやすい京都発祥の環境マネ
ジメントシステムです。本市では事業者の自主的な環境
保全活動を促進するため，KES 認証取得の促進を図って
います。

KESでは，環境影響評価の事例としてグリーン購入（調
達）に関する項目において「有機肥料・無農薬の野菜を取
り扱うよう努めていること」や「天
然又は有害性の恐れのない肉や魚
介類を取り扱うよう努めているこ
と」をチェック項目とするなど食
の安全安心に貢献しています。

エシカル消費.
（倫理的消費）

人や社会・環境・地域
に配慮した消費行動を
することにより，公正
で持続可能な地域社会
づくりを進めていこう
とする「エシカル消費

（倫理的消費）」の考え
方を広く紹介・普及し，
行動につなげていただ
くよう取組を進めます。

【環境政策局】

【環境政策局】

認定ステッカー（飲食店・宿泊施設版）

認証マーク

ＳＤＧｓと第３期推進計画の主な関連

ＣＯ２削減と第３期推進計画の主な関連

　ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）とは，２０１５年９月の
国連において，気候変動，自然災害，生物多様性などの国内外の課題の
解決に向けて掲げられた国際目標です。
　ＳＤＧｓの理念を踏まえて第３期推進計画に掲げる施策を着実に実
施することで，２０３０年のＳＤＧｓの達成にも寄与します。

　食品の安全性が向上することは，食品事故に伴う食品廃棄の減少，ひ
いてはＣＯ２削減につながりますので，食の安全安心施策の着実な実
施により，２０５０年のＣＯ２排出量正味ゼロの達成にも寄与します。

本計画に関連するＳＤＧｓの主な目標

目指す姿の実現

SDGs の達成 ＣＯ２削減

食の安全安心施策の着実な実施食の安全安心施策の着実な実施

【文化市民局】
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食の安全安心に関する取組一覧

取組名 所管局等 所管課等 掲載
箇所

ＫＥＳ認証 環境政策局 環境管理課 P21

地下水質の保全の推進 環境政策局 環境指導課 P15

食べ残しゼロ推進店舗認定制度 環境政策局 ごみ減量推進課 P21

「大学のまち京都・学生のまち京都」公式アプリ 
KYO-DENT（「学生向け」情報の配信） 総合企画局 総合政策室 

大学政策担当 P18

きょうと動画情報館（京都市の公式YouTubeチャンネル） 総合企画局 市長公室広報担当 P18

エシカル消費（倫理的消費） 文化市民局 消費生活総合センター P21

適切な食品表示の推進
文化市民局
 保健福祉局

消費生活総合センター 
健康長寿企画課 
医療衛生企画課

P17

中央市場施設整備 産業観光局 中央卸売市場第一市場 P16

中央卸売市場における監視指導及び 
自主衛生管理の推進

産業観光局
 
保健福祉局

中央卸売市場第一市場 
中央卸売市場第二市場 
業務課 
医療衛生企画課

P16

京都市中央卸売市場第二市場における 
食肉輸出の取組 産業観光局 中央卸売市場第二市場 

業務課 P16

生産者に対する農薬の適正使用の指導や 
抜取り検査の実施 産業観光局 農林企画課 P14

京の旬野菜推奨事業 産業観光局 農林企画課 P14

環境保全型農林水産業推進事業 産業観光局 農林企画課 P15

京の旬野菜ＧＡＰ 産業観光局 農林企画課 P15

家畜衛生防疫対策の普及 産業観光局 農林企画課 P15

KYOTO Vege Style (キョウト　ベジ　スタイル） 
（「農産物」情報の発信） 産業観光局 農林企画課 P18

食の健康づくり応援店 保健福祉局 健康長寿企画課 P13

京・食ねっと（「食育」情報の発信） 保健福祉局 健康長寿企画課 P18

食育指導員による食育活動の推進 保健福祉局 健康長寿企画課 P20

ふれあいファミリー食セミナー 保健福祉局 健康長寿企画課 P20

食育セミナー 保健福祉局 健康長寿企画課 P20

健康食品の安全性確保 保健福祉局 健康長寿企画課 
医療衛生企画課 P17

食育と連携した食の安全安心施策の推進 保健福祉局 健康長寿企画課 
医療衛生企画課 P20
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取組名 所管局等 所管課等 掲載
箇所

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の推進 保健福祉局 医療衛生企画課 P11

京（みやこ）・食の安全衛生管理認証制度 保健福祉局 医療衛生企画課 P11

多様化する食品の提供形態に応じた柔軟な取組 保健福祉局 医療衛生企画課 P12

学祭衛生管理マニュアル 保健福祉局 医療衛生企画課 P12

食品等事業者の表彰 保健福祉局 医療衛生企画課 P13

監視指導及び抜取り検査の実施 保健福祉局 医療衛生企画課 P14

カンピロバクターをはじめとした食中毒予防対策 保健福祉局 医療衛生企画課 P14

健康危機管理体制の整備 保健福祉局 医療衛生企画課 P17

関係機関との連携強化 保健福祉局 医療衛生企画課 P17

ＳＮＳ等の様々な媒体を活用した効果的な情報発信 保健福祉局 医療衛生企画課 P18

みやこ健康・安全ねっと（「健康危機管理」情報の配信） 保健福祉局 医療衛生企画課 P18

Facebook（おあがリス）（「食の安全安心」情報の発信） 保健福祉局 医療衛生企画課 P18

食の安全安心啓発キャラクターの活用 保健福祉局 医療衛生企画課 P19

目的や対象に応じた効果的な 
リスクコミュニケーションの推進 保健福祉局 医療衛生企画課 P19

体験型手洗い講習会 保健福祉局 医療衛生企画課 P19

フィールドワーク～添加物について理解を深めよう～ 保健福祉局 医療衛生企画課 P19

学園祭模擬店出店者向け衛生講習会 保健福祉局 医療衛生企画課 P19

環境施策と連携した取組 保健福祉局 医療衛生企画課 P21

自主的な衛生管理を基本とした給食対策
保健福祉局
子ども若者
はぐくみ局
教育委員会

医療衛生企画課 
幼保総合支援室 

体育健康教育室
P12

食物アレルギー対策の推進
保健福祉局
子ども若者
はぐくみ局
教育委員会

医療衛生企画課 
幼保総合支援室 

体育健康教育室
P13

子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業 子ども若者
はぐくみ局 子ども家庭支援課 P12

保育所における給食の取組 子ども若者
はぐくみ局 幼保総合支援室 P20

水源から蛇口までの水質管理の強化 上下水道局 水質管理センター 
水質第１課 P15

小学校における学校給食の取組 教育委員会 体育健康教育室 P20
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京都市食の安全安心推進審議会　委員名簿

氏　名 区　分 所属団体名等

◆ 浅野　麻衣 学識経験者 京都府立医科大学大学院内分泌・代謝内科学　学内講師

◆ 今井　良祐 特定食品等事業者 株式会社大丸松坂屋百貨店　営業３部長

◆ 大谷　和美 消費者 市民公募

◆ 川瀬　和栄 消費者 特定非営利法人コンシューマーズ京都　理事

後藤　直正 学識経験者 京都薬科大学長

髙松　令子 消費者 京都市地域女性連合会　常任委員

堀部　勝也 特定食品等事業者 公益財団法人京都府生活衛生営業指導センター　評議員

◆ ◎ 宮川　恒 学識経験者 京都大学大学院農学研究科　教授

森　　勝 特定食品等事業者 全国農業協同組合連合会京都府本部 管理部次長 兼 総務課長

山本　隆英 特定食品等事業者 一般社団法人京都市食品衛生協会　会長

◆ ○ 山本　芳華 学識経験者 平安女学院大学国際観光学部　准教授

吉田　富美 消費者 市民公募
◆：検討部会委員，◎：会長，○：副会長　　　※敬称略　５０音順

京都市食の安全安心推進審議会　審議経過

日　程 会議名 審議内容

令和２年６月１６日 第３０回 
京都市食の安全安心推進審議会

○　諮問
○　検討部会設置

７月２８日
第１回 
次期京都市食の安全安心推進計画 
策定検討部会

○　検討部会の進め方について
○　 次期推進計画の基本的な考え方・

方向性について

８月３１日
第２回 
次期京都市食の安全安心推進計画 
策定検討部会

○　目標，指標の設定について

９月２４日
第３回 
次期京都市食の安全安心推進計画 
策定検討部会

○　次期推進計画骨子（案）について

１０月２６日 第３１回 
京都市食の安全安心推進審議会 ○　次期推進計画骨子（案）について

１１月１８日　　 
　～１２月２５日

次期京都市食の安全安心推進計画の策定に関する市民意見募集（パブリック
コメント）

令和３年１月２６日 第３２回 
京都市食の安全安心推進審議会 ○　答申案について

２月　４日 審議会から市長に答申
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ア行

●おあがリス
食の安全安心に関する取組に，より関心を

持っていただきやすいよう，食の安全安心情報
の発信媒体として京都市が独自に作成した「食
の安全安心啓発キャラクター」のこと。　　

平成２４年度に愛称を募集し，３５３の応募
の中から「おあがリス」に決定した。

カ行

●家畜伝染病
家畜の伝染性疾病のうち，家畜伝染病予防法

により定められた２８種の伝染性疾病。口蹄疫，
高病原性鳥インフルエンザ，豚熱などがある。

●カンピロバクター
ニワトリやウシ，ブタ等の家畜・家きん類の

腸管内に生息している細菌。加熱が不十分な
食肉（特に鶏肉）やレバー（鶏，豚）等の臓器，カ
ンピロバクターに汚染された飲料水等を喫食
することによりヒトに感染する。比較的少な
い菌数（数百個程度）でも腸炎を発症し，発熱，
倦怠感，頭痛，吐き気，腹痛，下痢，血便等の症
状を起こす。

●京都市消費生活条例
７つの消費者の権利（消費者権）を明記し，そ

の実現を図ることを旨として消費生活施策を
推進することを規定した条例で，平成１７年に
施行した。

●京都市食の安全安心推進審議会
食の安全安心条例に基づき，食の安全安心推

進計画の策定や同条例の施行に関する重要事
項等について，市長からの諮問に応じ，調査及
び審議するとともに，市長に対し意見を述べ

る機関。学識経験者，食品等事業者，消費者の
１２名の委員で構成され，平成２２年４月に設
置した。

●京都市食品等の安全性及び安心な食生活の
確保に関する条例（食の安全安心条例）

市民や観光旅行者等の健康の保護を図るこ
とを目的とし，平成２２年４月に施行した条例。
京都市，事業者の責務及び市民等の役割を明ら
かにするとともに，食の安全安心施策に関し，
必要な事項を定めている。

●広域連携協議会
複数の都道府県等が関連する広域的な食中

毒事案の発生やその拡大防止等のため，国や都
道府県が相互に連携・協力を図り，情報共有す
る場として，平成３０年６月に公布された食品
衛生法等の一部を改正する法律の中で設置さ
れた。

●高病原性鳥インフルエンザ
養鶏農家などで発生すると鶏の大量死など

甚大な被害をもたらす家畜伝染病。ヒトに感
染する事は稀であるが，ウイルス変異による新
型の発生が危惧されている。

●子ども食堂
地域のボランティアが子どもたちに対し，無

料又は安価で栄養のある食事や温かな団らん
を提供する取組。子どもの食育や居場所づく
りにとどまらず，それを契機として，高齢者や
障害者を含む地域住民の交流拠点に発展する
可能性があり，地域共生社会の実現に向けて大
きな役割を果たすことが期待される。
　

用語の解説（５０音順）
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サ行

●指定成分等含有食品の健康被害事例報告制度
平成３０年の食品衛生法の改正で新設され

た制度。食品衛生上の危害の発生を防止する
見地から特別な注意を必要とする成分等であっ
て厚生労働大臣が指定する成分等を含有する
食品（以下「指定成分等含有食品」という）を取
り扱う営業者は，指定成分等含有食品が人の健
康に被害を生じ，又は生じる恐れがある旨の情
報を得た場合は，当該情報の届出が義務づけら
れている。

●食育
「食」に関する知識と「食」を選択する能力と

を培い，自らが健康的な食生活を実践する力を
育んでいくための取組のこと。

●食育基本法
すべての国民が身体の健康を確保し，生涯に

わたって生き生きと暮らすことを目的として，
平成１７年に施行された。

●食育指導員
区役所・支所保健福祉センターや小学校，幼

稚園，保育園（所），児童館等，地域において，料
理教室等の食育活動や食を通じた健康づくり
等の普及啓発活動を行うボランティア。

●食品安全基本法
食品の安全性を脅かす事故が相次いで発生

し，食品の安全に対する国民の関心が高まって
いることに加え，国民の食生活を取り巻く情勢
の変化に的確に対応するため，食品の安全性の
確保についての基本理念や，リスク分析の考え
方を導入した取組の推進，食品安全委員会の設
置等が定められている。

●食品衛生監視員
食品衛生法に基づき，国，都道府県，保健所

設置市等に配置するよう定められている職種。
食品取扱施設に立ち入り，施設や食品等の取扱

い状況等を監視し，指導を行うとともに，食品
等の検査や食中毒発生時の調査等を行う。

京都市では，薬剤師，獣医師などの専門的な
知識を有する者が市長の任命を受けている。

●食品衛生法
食品の安全性の確保のために公衆衛生の見

地から必要な規制その他の措置を講じること
により，飲食に起因する衛生上の危害の発生を
防止し，健康の保護を図ることを目的とした法
律であり，食品や添加物の規格基準及び営業施
設の基準等について定められている。

平成３０年６月には食品衛生法等の一部を
改正する法律が公布され，更なる食品の安全を
確保するため，広域的な食中毒事案に対処する
ための広域連携協議会の設置，ＨＡＣＣＰに
沿った衛生管理の制度化，特別の注意を要する
成分等を含む食品による健康被害情報の届出
制度の創設などが盛り込まれた。

●食品等事業者
主に，食品の製造や，販売，輸入，調理（飲食

店や給食施設）等，食品に関わる事業者全般を
指す。

●食品表示法
食品衛生法，ＪＡＳ法及び健康増進法の食品

の表示に関する規定を統合して食品の表示に
関する包括的かつ一元的な制度を創設するた
め，平成２７年４月に施行された法律。

また，平成３０年１２月に食品表示法の一部
を改正する法律が公布され，食品関連事業者等
が食品表示基準に従った表示がなされていな
い食品の自主回収を行う場合に行政機関への
届出が義務化された。

●食品ロスの削減の推進に関する法律
食品ロスの削減に関し，国，地方公共団体等

の責務等を明らかにするとともに，基本方針の
策定その他食品ロスの削減に関する施策の基
本となる事項を定めること等により，食品ロス
の削減を総合的に推進することを目的とし，令
和元年１０月に施行された法律。
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●食物アレルギー
食物の摂取により生体に障害を引き起こす

反応のうち，食物抗原に対する免疫学的反応に
よるものを食物アレルギーと呼んでいる。

【食品表示法で表示が義務づけられている食品
（７品目）】

えび，かに，小麦，そば，卵，乳，落花生の７
品目（特定原材料）を含む食品については，当該
特定原材料を含む旨を記載しなければならな
い。

【通知で表示が推奨されている食品（２１品目）】
アーモンド，あわび，いか，いくら，オレンジ，

カシューナッツ，キウイフルーツ，牛肉，くる
み，ごま，さけ，さば，大豆，鶏肉，バナナ，豚肉，
まつたけ，もも，やまいも，りんご，ゼラチンの
２１品目を原材料として含む食品については，
当該食品を原材料として含む旨を可能な限り
表示するよう推奨されている。

●新型コロナウイルス感染症
新たに見つかった「新型コロナウイルス（Ｓ

ＡＲＳ－ＣｏＶ２）による感染症。令和元年
１２月に中国湖北省武漢市で発生が報告され
て以来，短期間で全世界に広がった。

●水質汚濁防止法
水質汚濁防止対策の基本となる法律で，工場

や事業場から公共用水域に排出される水や地
下に浸透する水の規制等について定められて
いる。

タ行

●地産地消
国内の地域で生産された農林水産物（食用に

供されるものに限る）を，その生産された地域
内において消費する取組のこと。食料自給率
の向上に加え，直売所や加工の取組などを通じ
て，６次産業化にもつながることが期待されて
いる。

●腸管出血性大腸菌
動物の腸管内に生息し，糞便を介して食品，

飲料水を汚染する。赤痢菌が生産する志賀毒
素類似のベロ毒素を生産し，激しい腹痛，水様
性の下痢，血便を特徴とする食中毒を起こす。
僅かな菌数でも発病することがある。加熱や
消毒処理には弱く７５℃，１分程度の通常の加
熱で殺菌される。食中毒の原因となっている
血清型にはＯ１５７の他にＯ２６，Ｏ１１１，
Ｏ１２８，Ｏ１４５等がある。

●と畜検査
獣畜（牛，豚，馬，めん羊，山羊）を食用に供す

る際に，食肉としての安全性を確認するため，
「と畜場法」に基づき都道府県等が実施する検

査。獣医師の資格をもった「と畜検査員」が処
理されるすべての獣畜について，一頭ごとに検
査することが義務付けられており，疾病，異常
等があった場合には，廃棄等の措置がとられる。

●豚熱（CSF）
CSFウイルスにより起こる豚，いのししの熱

性伝染病で，強い伝染力と高い致死率が特徴。
治療法はなく，発生した場合の家畜業界への

影響が甚大であることから，家畜伝染病予防法
の中で家畜伝染病に指定されている。
　なお，豚熱（CSF）は，豚やいのししの病気で
あって，人に感染することはない。
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ナ行

●ノロウイルス
ヒトに胃腸炎を引き起こすウイルスの一つ

で，感染力が非常に強く，極めて少量（１００
個以下）で感染し，発症するとされている。感
染してから２４～４８時間で発症し，下痢，吐
き気，嘔吐，腹痛，発熱などの症状を起こす。ノ
ロウイルスによる食中毒は，冬期によく発生し
ており，二枚貝の生食や汚染された食品を介し
て発生する。

ハ行

●ＢＳＥ（牛海綿状脳症）
Bovine Spongiform Encephalopathy の

略で牛の病気の１つ。ＢＳＥプリオンと呼ば
れる病原体が，主に牛の脳に蓄積することに
よって，脳の組織がスポンジ状になり，異常行
動，運動失調などの中枢神経症状を呈し，死に
至ると考えられている。

●ポジティブリスト制度
食品中に残留する農薬，飼料添加物及び動

物用医薬品について，一定量以上の農薬等が
残留する食品の販売等を禁止する制度であり，
平成１５年の食品衛生法の改正により導入さ
れ，平成１８年５月から施行された。食品に残
留する農薬等のうち，残留基準が設定されて
いない農薬等については規制が困難な状況で
あったものが，本制度の導入により，残留基準
が設定されていない農薬等については一律基
準(0.01ppm)が適用されることとなった。

ラ行

●リスクコミュニケーション
市民，食品等事業者及び行政担当者などの関

係者の間で情報や意見をお互いに交換し，食品
の安全性についての理解を深めること。
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京都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する条例

平成２２年３月２６日　京都市条例第５９号
最終改正　令和　２年３月３０日　京都市条例第４８号

目次
前文
第１章　総則（第１条～第８条）
第２章　食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する基本的施策

第１節　食の安全安心推進計画（第９条）
第２節　食品等の安全性及び安心な食生活を確保するための環境の整備（第１０条～第１４条）
第３節　自主回収に係る報告（第１５条・第１６条）

第３章　食の安全安心推進の日（第１７条）
第４章　食の安全安心推進審議会（第１８条～第２２条）
第５章　雑則（第２３条）

附則
ここ京都では，１２００年を超える悠久の歴史の中で，日本の文化の中心として，世界に誇るべき独自の文

化がはぐくまれてきた。これは，食においても例外でなく，京都特有の風土に根差した伝統のある独自の食文
化が脈々と受け継がれている。比類のないこの独自の食文化を継承し，発展させていくことが，市民の食生活
に潤いを与えるとともに，健全な心と身体を培う基礎となる食育の推進に資するものと確信する。

食は，日々の生活の基本となるものである。これまでの経済の発展に伴い，世界の様々な食品が大量に流通し，
かつてない豊かな食生活が営まれているが，その一方で，食品の生産から販売に至るまでの流通の過程が複
雑化する中で，食品の安全性を脅かす様々な問題が発生し，食品の安全性に対する信頼が大きく揺らいでいる。

そのため，食品等の安全性を確保し，安心して食生活を営むことのできる環境を整備することが，市民の健
康を維持していくために不可欠である。また，京都は，世界的な観光都市であり，京都を訪れる多くの観光旅
行者その他の滞在者の健康に係る被害の発生を防止することも必要である。

ここに，本市は，事業者，市民及び観光旅行者その他の滞在者と協同し，食品等の安全性及び安心な食生活
の確保に取り組むことを決意し，この条例を制定する。

第１章　総則
（目的）

第１条　この条例は，食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関し，その基本理念を定め，並びに本市及び
事業者の責務並びに市民及び観光旅行者その他の滞在者（以下「観光旅行者等」という。）の役割を明らかに
するとともに，食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する施策（以下「食の安全安心施策」という。）
に関し必要な事項を定めることにより，市民及び観光旅行者等の健康の保護を図ることを目的とする。

（定義）
第２条　この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)　食品　全ての飲食物（医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律第２条第
１項に規定する医薬品，同条第２項に規定する医薬部外品及び同条第９項に規定する再生医療等製品を
除く。）をいう。

(2)　添加物　食品衛生法（以下「法」という。）第４条第２項に規定する添加物をいう。
(3)　器具　法第４条第４項に規定する器具をいう。
(4)　容器包装　法第４条第５項に規定する容器包装をいう。
(5)　食品等　食品若しくは添加物又は器具若しくは容器包装をいう。
(6)　食品等事業者　次に掲げる事業者をいう。

ア　食品又は添加物を販売し，又は販売の用に供するために製造し，輸入し，加工し，使用し，調理し，
貯蔵し，保存し，若しくは陳列する事業者

イ　器具又は容器包装を販売し，販売の用に供するために製造し，若しくは輸入し，又は営業上使用す
る事業者

(7)　特定食品等事業者　食品等事業者のうち，本市の区域内に製造所，事務所，営業所，店舗，倉庫その他
の事業の用に供する施設を有するものをいう。
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（基本理念）
第３条　食品等の安全性及び安心な食生活の確保は，次に掲げる事項を基本理念として行われなければなら

ない。
(1)　市民の健康の保護が最も重要であるという認識の下に，本市及び食品等事業者が必要な措置を講じ

ること。
(2)　食品等の生産から販売に至る食品等の供給の一連の行程において，食品等事業者が必要な措置を適

切に講じること。
(3)　市民の健康に係る被害を未然に防止するため，本市が，市民の意見に十分配慮しつつ，科学的知見に

基づいて必要な措置を講じること。
（本市の責務）

第４条　本市は，基本理念にのっとり，食の安全安心施策を総合的に策定し，及び実施するよう努めなければ
ならない。
２　本市は，食の安全安心施策の策定及び実施に当たっては，市民及び観光旅行者等の意見を適切に反映

するよう努めなければならない。
（食品等事業者の責務）

第５条　食品等事業者は，基本理念にのっとり，自ら取り扱う食品等による人の健康に係る被害の発生及び
その拡大を防止するため，自主的に，食品等の衛生管理その他の措置を講じるよう努めなければならない。
２　食品等事業者は，自ら取り扱う食品等の安全性に関する知識の修得に努めなければならない。
３　食品等事業者は，自ら取り扱う食品等に関し，正確かつ適切な情報の提供に努めるとともに，当該食品

等に関する事項の表示をするに当たっては，その内容を明確かつ平易なものとするよう努めなければな
らない。

４　食品等事業者は，本市が実施する食の安全安心施策に協力するよう努めなければならない。
（市民及び観光旅行者等の役割）

第６条　市民及び観光旅行者等は，次に掲げる役割を積極的に果たすものとする。
(1)　食品等の安全性を確保するために必要な知識を持ち，その重要性について理解を深めること。
(2)　本市が実施する食の安全安心施策に意見を表明するとともに，これに協力すること。

（相互の協力）
第７条　本市，食品等事業者，市民及び観光旅行者等は，この条例の目的を達成するため，相互に，その果たす

役割を理解し，協力するものとする。
２　本市は，食品等事業者，市民及び観光旅行者等の間の相互理解が増進され，協力が推進されるよう，情

報の提供，交流の促進その他の必要な措置を積極的に講じるものとする。
（緊急の事態に対処するための体制の整備）

第８条　本市は，食品等による人の健康に係る重大な被害が生じ，又は生じるおそれがある緊急の事態に対
処するため，当該事態の発生を防止するために必要な体制を整備するよう努めなければならない。

第２章　食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する基本的施策
第１節　食の安全安心推進計画

第９条　市長は，食の安全安心施策を総合的かつ計画的に推進するための計画（以下「食の安全安心推進計画」
という。）を定めなければならない。
２　食の安全安心推進計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)　食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する目標
(2)　食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する取組
(3)　その他食の安全安心施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
３　市長は，食の安全安心推進計画を定めるに当たっては，第１８条に規定する審議会の意見を聴くとと

もに，食品等事業者，市民及び観光旅行者等の意見を適切に反映するために必要な措置を講じなければ
ならない。

４　市長は，食の安全安心推進計画を定めたときは，速やかにこれを公表しなければならない。
５　前２項の規定は，食の安全安心推進計画の変更について準用する。

第２節　食品等の安全性及び安心な食生活を確保するための環境の整備
（調査研究の推進）

第１０条　本市は，食の安全安心施策の策定及び実施に必要な調査研究の推進に努めなければならない。
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（食品等の安全性の確保に関する理解を深めるための措置）
第１１条　本市は，食品等の安全性の確保に関する教育，学習及び広報活動の充実により，食品等事業者，市

民及び観光旅行者等が食品等の安全性の確保に関する理解を深めるために必要な措置を講じるよう努めな
ければならない。

（情報の収集及び提供）
第１２条　本市は，食品等事業者及び市民が自発的に行う食品等の安全性の確保に関する活動を支援するため，

食品等の安全性の確保に関し必要な情報を収集し，及び提供するよう努めなければならない。
（表彰）

第１３条　市長は，食品等の安全性の確保に関し，顕著な成果を収めた特定食品等事業者及び功労のあった
特定食品等事業者を表彰するものとする。

（国及び他の地方公共団体との協力）
第１４条　本市は，食品等の安全性及び安心な食生活の確保に係る広域的な取組を必要とする施策については，

国及び他の地方公共団体と協力して，その推進に努めなければならない。
第３節　自主回収に係る報告

（自主回収の着手の報告）
第１５条　次の各号に掲げる特定食品等事業者は，それぞれ当該各号の食品等の回収に自ら着手したときは，

直ちに市長に報告しなければならない。ただし，当該特定食品等事業者が法第５４条又は食品表示法第６
条第８項の規定に基づく命令を受けたとき，市民及び観光旅行者等の健康への影響が軽微であると市長が
認めるときその他市長がその報告の必要がないと認めるときは，この限りでない。
(1)　法第６条の規定又は法第９条第１項の規定による禁止に違反して食品又は添加物を販売し，又は販

売の用に供するために製造し，輸入し，若しくは加工した特定食品等事業者
(2)　法第１０条第１項の規定に違反して同項に規定する獣畜の肉，骨，乳，臓器及び血液並びに家きんの肉，

骨及び臓器を食品として販売し，又は販売の用に供するために加工した特定食品等事業者
(3)　法第１２条の規定に違反して同条に規定する添加物並びにこれを含む製剤及び食品を販売し，又は

販売の用に供するために製造し，輸入し，若しくは加工した特定食品等事業者
(4)　法第１３条第２項の規定に違反して食品又は添加物を販売し，製造し，輸入し，又は加工した特定食

品等事業者
(5)　法第１３条第３項の規定に違反して食品を販売し，又は販売の用に供するために製造し，輸入し，若

しくは加工した特定食品等事業者
(6)　法第１６条若しくは第１８条第２項の規定又は法第１７条第１項の規定による禁止に違反して器具

又は容器包装を販売し，又は販売の用に供するために製造し，若しくは輸入した特定食品等事業者
(7)　法第１９条第２項の規定に違反して器具又は容器包装を販売した特定食品等事業者
(8)　法第２０条の規定に違反して公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽又は誇大な表示又は広告を

した食品等を販売した特定食品等事業者
(9)　食品表示法第５条の規定に違反して食品又は添加物を販売した特定食品等事業者
２　前項の規定による報告は，次に掲げる事項を記載した報告書に，別に定める書類その他の物件を添え

て行わなければならない。
(1)　回収する食品等の名称
(2)　当該食品等の回収に着手した年月日
(3)　当該食品等を回収する理由
(4)　当該食品等の回収方法
(5)　その他別に定める事項
３　市長は，第１項の規定による報告を受けたときは，速やかに当該報告に係る事項を公表するものとする。

（自主回収の終了の報告）
第１６条　前条第１項の規定による報告をした特定食品等事業者は，当該報告に係る食品等の本市の区域内

における回収を終了したときは，速やかに市長に報告しなければならない。
２　前項の規定による報告は，次に掲げる事項を記載した報告書に，別に定める書類その他の物件を添え

て行わなければならない。
(1)　回収を終了した食品等の名称
(2)　当該食品等の回収を終了した年月日
(3)　回収した食品等の数量
(4)　その他別に定める事項

- 32 -



３　前条第３項の規定は，第１項の規定による報告について準用する。

第３章　食の安全安心推進の日
第１７条　食品等事業者，市民及び観光旅行者等が，食品等の安全性及び安心な食生活について関心と理解

を深めることにより，食品等の安全性及び安心な食生活の確保に関する取組の一層の推進を図るため，食
の安全安心推進の日を設ける。
２　食の安全安心推進の日は，毎年８月１日とする。

第４章　食の安全安心推進審議会
（審議会）

第１８条　食の安全安心推進計画の策定その他この条例及び京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関す
る条例の施行に関する重要事項について，市長の諮問に応じ，調査し，及び審議するとともに，当該事項に
ついて市長に対し，意見を述べるため，京都市食の安全安心推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（審議会の組織）
第１９条　審議会は，委員１２人以内をもって組織する。

２　委員は，学識経験のある者，特定食品等事業者，消費者その他市長が適当と認める者のうちから，市長
が委嘱する。

（委員の任期）
第２０条　委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

２　委員は，再任されることができる。
（臨時委員）

第２１条　審議会に，特別の事項を調査し，又は審議させるため必要があるときは，臨時委員若干人を置くこ
とができる。

（部会）
第２２条　審議会は，特別の事項を調査し，及び審議させるため必要があると認めるときは，部会を置くこと

ができる。
２　審議会は，その定めるところにより，部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

第５章　雑則
（委任）

第２３条　この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は，市
長が定める。

附　則
この条例は，平成２２年４月１日から施行する。ただし，第１５条及び第１６条の規定は，同年１０月１
日から施行する。

附　則（平成２６年１１月１１日条例第２６号）
この条例は，平成２６年１１月２５日から施行する。

附　則（平成２７年１月８日条例第３７号）　抄
（施行期日）

１　この条例は，公布の日から施行する。ただし，第１３条及び第１６条（京都市執行機関の附属機関の設
置等に関する条例別表１京都市食品衛生責任者養成講習会選定委員会の項を削る改正規定に限る。）の
規定は，平成２７年４月１日から施行する。

附　則（平成２７年３月２７日条例第７４号）
この条例は，食品表示法の施行の日から施行する。

（食品表示法の施行の日は，平成２７年４月１日）
附　則（平成２９年６月９日条例第５号）

この条例は，公布の日から施行する。
附　則（令和２年３月３０日条例第４８号）

この条例は，令和２年６月１日から施行する。
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